
申請に必要なもの（新規・継続・転入等） 

 

【○：全員必要、△：該当者のみ必要、－：不要】 
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必要書類・持ち物 

 

○ 

 

○ 

 

△

※1 

△ 

※2 

・小児慢性特定疾病医療意見書  

指定医が記入。疾病ごとに用紙が異なるので指定医療機関で用意して

もらってください。 

※1 転入前の自治体から交付された受給者証の有効期間が残り 1～2

か月の場合必要 

※2 人工呼吸器や体外式補助人工心臓の装着が必要になったとき、重

症患者認定基準（疾病の症状が重症患者認定基準）に該当する場合

に必要 

△ △ △ △ 

・医療意見書別紙（重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者証明書兼

療育指導連絡票） 

指定医が記入。上記「小児慢性特定疾病医療意見書」が必要な場合か

つ下記のいずれかに該当する場合 

・疾病の症状が重症認定基準を満たす場合 

・人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合 

・または療育指導連絡がある場合 

○ ○ ○ ○ ・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 

○ ○ ○ ○ ・世帯調書 

○ － ○ － ・保険者への高額療養費の適用区分に係る照会同意書 

△ △ △ △ 

・市町村民税非課税世帯の収入申立書兼同意書 

〈必要な場合〉•年収が 80 万円未満の方 

•障がい年金または特別児童扶養手当等による収入がある場合は、その

収入額が確認できる書類（年金証書等）が必要となります。 

ただし、障がい年金または特別児童扶養手当による収入を含めた年収

が 80 万円以上となる方で、年金証書等の収入額を確認できる書類を

提出せずに、階層区分が決定されることに了承する方は、この本書の

み提出してください。 

△ △ △ △ 

・扶養親族等の課税状況に関する申立書 

〈必要な場合〉 

 国民健康保険組合（高槻市国保、業種別国民健康保険組合等）加入者 

で世帯内に市町村民税非課税の 16 歳以上の方がいる場合 
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必要書類・持ち物 

 

○ ○ ○ － ・療育生活に関するおたずね 

○ ○ ○ ○ 

・健康保険証の写し  

※受診者の加入している医療保険によって必要な範囲が異なります。 

 

保険の種類 必要書類 

高槻市国民健康保険（高国） 同じ医療保険に加入されている方

全員分の健康保険証の写し 業種別国民健康保険組合等 

被用者保険（協会けんぽ、健康保

険組合、共済組合等） 

受診者本人の健康保険証の写し 

生活保護受給者世帯 不要（健康保険証をお持ちの場合

は必要） 
 

△ ○ ○ ○ 

・お手持ちの小児慢性特定疾病の医療受給者証 

申請しようとする方以外で、世帯内に小児慢性特定疾病又は指定難病

の医療費助成を受けている方がいる場合は、その方の医療受給者証も

必要となります。 

－ ○ ○ ○ ・小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票 

△ － △ － 

・（非）課税証明書 

市町村民税非課税の方や業種別国民健康保険組合に加入している方

は、必要となる場合があります。詳しくは子ども保健課までお問い合

わせください。 

○ ○ ○ ○ 

・番号確認のための書類 

個人番号カード又は通知カード 

受診者、保護者（被保険者等）及び受診者と同じ医療保険に加入して

いる方全員分 

○ ○ ○ ○ 

・本人確認のための書類 

個人番号カード、運転免許証、健康保険証等 

窓口に来られる方のもの 

△ △ △ △ 

・代理権の確認のための書類 

委任状（任意代理人の場合）、戸籍謄本（法定代理人の場合）、被保険

者の個人番号カード、被保険者の運転免許証、被保険者の健康保険証、

その他被保険者の氏名が印字されている小児慢性特定疾病医療受給者

証、子ども医療証、障がい者医療証等のうち 1 点 

※厚生労働省からの指示により、本制度の申請者は原則として、下記

の優先順位に従うため、これに拠ることができない場合、代理権を確

認する書類が必要となります。（例：被保険者が父、窓口来所者が母の

場合等） 
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必要書類・持ち物 

 

1.児童が加入している医療保険の被保険者 

2.現に児童を監護している者（1 に該当している父母のどちらかが単

身赴任等その他の事情により別居している場合等） 

3.収入の高い者 

 

 

 


